
 
2020 年 2 月 17 日 

保護者各位 

ど ろ ん こ 会 グ ル ー プ 

 

新型コロナウイルスへの対応について（第 3回） 

 

平素は施設運営にご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

去る 2020 年 2 月 10 日（月）に、当日 14:00 時点の新型コロナウイルスに関する当グループ方

針をお知らせいたしましたが、その後、新たに担当官庁（厚生労働省）及び管轄地方自治体（園

を管轄する市区町村）より「対象地域の追加」「受診相談先」に関する連絡がありました。 

以下内容につきまして、ご確認をお願いいたします。（下線が追加・変更となった箇所です） 

 

◎担当官庁及び管轄市区町村より        ※2 月 17 日正午時点 
 中華人民共和国湖北省又は浙江省（※1）より帰国された利用児童の同居家族及び利用児

童、また、同地域より帰国した方との接触があった利用児童の同居家族及び利用児童は、

園にお申し出ください。 

 概ね過去 2 週間以内に中華人民共和国湖北省又は浙江省から帰国した利用児童で、現に

症状が無い場合でも、帰国または接触から 2 週間の間は登園を避け、外出をお控えくだ

さい。 
   

（※1）地域については、今後の流行状況に合わせて変更の可能性があり、変更の際は別途連絡が入りま 

す。 

  

◎当園より保護者の皆さまへお願い       ※2 月 17 日正午時点 
 中華人民共和国湖北省又は浙江省からの帰国者でない場合でも、万一、利用児童の同居

家族・利用児童本人に新型コロナウイルスの感染が確認された場合は、即時、園へご報告

をお願いいたします。 

 発熱・せき・息苦しさ・呼吸器症状などの“新型コロナウイルスの症状”に似た症状がある

場合は、各都道府県が開設している帰国者・接触者相談センター（電話相談窓口）に電話

連絡し、センターから指定された医療機関を受診してください。（※2） 

（※2）「新型コロナウイルスに関する Q&A 一般の方向け～2 月 13 日時点版～」では、世界保健機関 

WHO の Q&A によれば、現時点の潜伏期間は 1～12.5 日（多くは 5～6 日）とされており、ま

た、他のコロナウイルスの情報などから、感染者は 14 日間の健康状態の観察が 

推奨されています。 

--------------------------------------------------------------------------------- 

（参考 1）各都道府県が開設している帰国者・接触者相談センター 

（電話相談窓口） 

（参考 2）新型コロナウイルスに係る厚生労働省コールセンター 

📞0120-565653（フリーダイヤル／9～21 時／土日祝も対応） 

（参考 3）新型コロナウイルス感染症情報厚生労働省 LINE 公式アカウント 

（参考 4）新型コロナウイルスに関する Q&A ～2 月 16 日時点版～ 

 

（参考 5）外国語で対応できる医療機関 

   

   



 

◎当法人グループの対応            ※2 月 17 日正午時点 
 管轄官庁・管轄保健所等からの更なる指示があるまでの間は、保育園における感染症対策ガイド

ライン（厚生労働省：2018 年 3 月改訂版）、および、当園の運営マニュアル№2 感染症マニュア

ルに従って、予防と発生時対応を行います。「予防」については、季節性インフルエンザと同様に

行います。特に、有効とされている「30 秒以上石鹸手洗い」と「手指アルコール消毒」を徹底し

ます。 

 「30 秒以上石鹸手洗い」については、以下（参考 6）の「保育所における感染症対策ガイド

ライン 2018 年改訂版」に掲載されている「手洗いの順序」に従って、園児・スタッフ共に

実施します。 

 「手指アルコール消毒」については、以下（参考 7）の厚生労働省 HP 掲載の「手指消毒の

手順（出典：国立感染症研究所）」に従って、スタッフ・保護者が実施します。園玄関に設置

していますので、お迎え時・登園時の手指消毒にご協力をお願いいたします。 

 

 担当官庁及び管轄市区町村の指示に従い、利用児童に対し、現在の知見の下での新型コロナウイ

ルスに関する適切な知識を基に、発達段階に応じた指導を行い、新型コロナウイルスを理由とし

た偏見が生じぬよう、子どもの人権に十分配慮してまいります。 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

（参考 6）手洗いの順序（保育所における感染症対策ガイドライン・2018 年改訂版より抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
（参考 7）手指消毒の手順（厚生労働省 HP 掲載（出典：国立感染症研究所）より抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


